
等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成30年４月１日現在）

行政職給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主事 166
消防士（主事） 45
技師 42
消防副士長 39
保育技師 34
教諭 8
心理判定員 1
学芸員 1

計 336
事務主任 183
消防士長（主任） 87
技術主任 68
主任保育技師 31
主任教諭 15

計 384
主査 418
係長 98
消防司令補（主査） 79
指導保育技師 77
技査 57
消防司令補（係長） 22
事業推進員 15
消防司令補（訓練指導員） 12
総括主査 10
指導教諭 8
専門技術員 7
公民館長（中央、豊間、中央台、小名浜、泉、植田、常磐、内郷及び四倉公民館長を除く） 6
保育所（園）長（白土、本町、古湊、泉、錦、綴及び四倉保育所を除く） 4
幼稚園副園長 3
指導心理判定員 2
消防司令補（指令情報管理指導員） 2
総括技査 1
徴収推進担当員 1
勤労担当員 1
男女共同参画センター次長 1
審査専門員 1
財産区担当員 1
総括指導教諭 1
主任学芸員 1
指導養護技師 1
監査専門員 1
消防司令補（田人分遣所長） 1
消防司令補（消防教育指導員） 1

計 832
主任主査 146
主任技査 64
消防司令（主任主査） 30

計 240
課長補佐 42
地域振興担当員 10
消防司令（副署長） 10
白土、本町、古湊、泉、錦、綴及び四倉保育所長 7
消防司令（分遣所長） 6
幼稚園長 6
地区保健福祉センター次長 4
支所次長（小名浜、勿来、常磐及び四倉支所次長を除く） 4
主任事業推進員 3
税務事務所次長 3
小名浜、植田、常磐及び内郷公民館副館長 3
消防司令（課長補佐） 3
下水道管理事務所次長 2
区画整理事務所次長 2
市民相談員 2
主任専門技術員 1
ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞｸﾘﾝﾋﾟｰの家次長 1
水質管理室長 1
千寿荘次長 1
美術館課長 1
豊間、中央台及び泉公民館長 1

計 113

113 5.2

係
長
相
当
職

４級

⑴　市長の事務部局の本庁の主任主査及び主任
技査の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

240 10.9

353 16.1

課
長
補
佐
相
当
職

５級
⑴　市長の事務部局の本庁の課長補佐の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

３級
⑴　市長の事務部局の本庁の係長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

832 37.9 832 37.9

15.3

係
員
の
職

２級
⑴　事務主任及び技術主任の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

384 17.5 384 17.5

主
任

相
当
職

１級
⑴　主事及び技師の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

336 15.3 336

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階
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主幹 75
課長 32
統括主幹 13
消防司令長（主幹） 9
地区保健福祉センター所長 7
小名浜、勿来、常磐及び四倉支所次長 4
小名浜、勿来、常磐及び四倉支所課長 4
事務局課長 4
小名浜、植田、常磐、内郷及び四倉公民館長 4
内郷、遠野、小川、好間、三和、田人、川前及び久之浜・大久支所長 3
小名浜、勿来、常磐及び内郷税務事務所長 2
区画整理事務所長 2
管理主事 2
消防司令長（課長） 2
消防司令長（署長） 2
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ担当課長 1
太平洋・島サミット担当課長 1
下水道管理事務所長 1
千寿荘長 1
総括動物愛護担当員 1
東京事務所次長 1
総括土木相談専門員 1
用地対策担当課長 1
総合交通対策担当課長 1
いわき総合図書館副館長 1
美術館副館長 1
総合教育センター所長 1
事務局次長 1
消防司令長（統括主幹） 1

計 179
参事 50
部次長 14
消防監（参事） 5
小名浜、勿来、常磐及び四倉支所長 4
事務局長 3
消防監（消防次長） 2
文化スポーツ室長 1
観光交流室長 1
生活排水対策室長 1
地域医療介護室長 1
保健所次長 1
東京事務所長 1
公営競技事務所長 1
会計室長 1
教育部次長 1
学校教育推進室長 1
中央公民館長 1
いわき総合図書館長 1
事務局次長 1

計 91
部長 9
危機管理監 1
特定政策推進監 1
会計管理者 1
技監 1
教育部長 1
事務局長 1
消防正監（消防長） 1

計 16
部長（困難な業務を行うもの） 2

計 2

合計 2,193 100.0

部
長
相
当
職

９級

⑴　市長の事務部局の困難な業務を処理する部長
の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

2 0.1

８級
⑴　市長の事務部局の部長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

16 0.7

18 0.8

179 8.2

課
長
相
当
職

７級
⑴　市長の事務部局の部次長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

91 4.1 91 4.1

部
次
長
相
当
職

６級
⑴　市長の事務部局の本庁の課長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

179 8.2
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等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成30年４月１日現在）

医療職給料表⑴

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0

計 0

計 0
保健所長 1

計 1

合計 1 100.0

科
長

相
当
職

４級

⑴　病院の長の職務
⑵　保健所長の職務
⑶　職務の複雑、困難及び責任の度が前２号と同
程度と認められる職務で規則で定めるもの

1 100.0 1 100.0
院
長

相
当
職

３級
⑴　科長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

0 0.0 0 0.0

0.0

医
師
の
職

２級 医長の職務 0 0.0 0 0.0

医
長
の
職

１級 医員の職務 0 0.0 0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階
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等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成30年４月１日現在）

医療職給料表⑵

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
臨床検査技師 1

計 1
栄養技師 3
薬剤技師 2
臨床検査技師 2

計 7
主任薬剤技師 1

計 1
主任薬剤技師 2
主任獣医技師 2
主任栄養技師 2
主任歯科衛生技師 1
保健所係長 1

計 8
専門栄養技師 2
専門薬剤技師 1

計 3
保健所課長補佐 2
主任専門栄養技師 1

計 3
保健所課長 1

計 1

計 0

合計 24 100.0

技
師
長

相
当
職

８級 薬局長の職務 0 0.0 0 0.0
薬
局
長

相
当
職

７級
⑴　技師長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

1 4.2 1 4.2

12.5

専
門
技
師

相
当
職

６級
⑴　副技師長の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

3 12.5 3 12.5

副
技
師
長

相
当
職

５級
⑴　専門技師の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

3 12.5 3

主
任
技
師
相
当
職

４級
⑴　困難な業務を行う主任技師の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

8 33.3

３級
⑴　主任技師の職務
⑵　職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程
度と認められる職務で規則で定めるもの

1 4.2

9 37.5

4.2 医
療
係
員
の
職２級

高度の知識又は経験を必要とする医療技師の職
務

7 29.2 7 29.2

１級 医療技師の職務 1 4.2 1

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階
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等級及び職制上の段階ごとの職員数（平成30年４月１日現在）

医療職給料表⑶

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0
保健技師 31

計 31

計 0
主任保健技師 8
指導看護技師 1

計 9
指導保健技師 24
課長補佐 1

計 25

計 0

合計 65 100.0

看
護
師
長
相
当
職

副
看
護
部
長

相
当
職

9 13.8

25 38.5

0 0.0
副
院
長

相
当
職

25 38.5

６級
⑴　病院の副院長の職務
⑵　看護部長の職務

0 0.0

４級

⑴　看護師長の職務
⑵　困難な業務を行う主任保健技師の職務
⑶　職務の複雑、困難及び責任の度が前２号と同
程度と認められる職務で規則で定めるもの

9 13.8

５級

⑴　副看護部長の職務
⑵　指導保健技師の職務
⑶　職務の複雑、困難及び責任の度が前２号と同
程度と認められる職務で規則で定めるもの

３級

⑴　主任看護技師の職務
⑵　主任保健技師の職務
⑶　職務の複雑、困難及び責任の度が前３号と同
程度と認められる職務で規則で定めるもの

0 0.0

0.0

准
看
護
係
員

相
当
職

２級

⑴　主任准看護技師の職務
⑵　看護技師の職務
⑶　保健技師の職務
⑷　職務の複雑、困難及び責任の度が前３号と同
程度と認められる職務で規則で定めるもの

31 47.7 31 47.7

看
護
係
員
・
主

任
准
看
護
係
員

の
職

１級
⑴　准看護技師の職務
⑵　看護技師（再任用）の職務

0 0.0 0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階
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